
 

 

東海岸南 6丁目 環境指導員だより 

記事作成：石黒雅彦（環境指導員） 
日頃より、地域の環境美化活動にご理解とご協力を
いただき、誠にありがとうございます。 
 

環境指導員について 

環境指導員は、自治会の推薦を受け、茅ヶ崎市役所
より委嘱される地域の委員です。主にごみ出しの管
理や集積所の見守りを行い、任期は 2 年間となって
います。 
東海岸南 6 丁目では現在 2 名が担当し、地域を 2 分
割して活動しています。ごみに関するご相談には、
茅ヶ崎市環境事業センターと連携しながら対応して
おります。 
当地区では、皆様の意識が高く、大きなトラブルは
発生しておりません。日頃のご協力に心より感謝申
し上げます。しかしながら、ごみ問題は一時的なも
のではなく、居住者・事業者・住所票が他にある方 

 
 
を含めた、地域全体で継続して向き合っていく課題
です。 
「住民税を払っているのだから行政が管理すべき」
というご意見もありますが、集積場所の設置・変更
申請や利用方法の調整、利用者間の話し合いなどは、
自治会が取りまとめを行う仕組みとなっております。
また、自治会に未加入の方には回覧板が届かないた
め、必要な情報が十分に伝わっていない場合もあり
ます。今後も可能な範囲で情報提供に努めてまいり
ます。 
 

１．これはどうやって出すの？ 

分別方法や収集区分が分からない場合は、茅ヶ崎市
環境事業センターの公式アプリをご利用ください。
スマートフォンで QRコードを読み取り、「捨てたい
もの」を入力するだけで、分別方法や収集日を簡単
に確認できます。ぜひご活用ください。 
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２．どこに出すの？ 

可燃ごみ・不燃ごみは、各ご家庭ごとに決められた
集積所へお出しください。 
 

 
 
プラスチックごみ・資源ごみについては、近隣の皆
様の話し合いにより排出場所が定められています。
ご不明な場合は、お隣の方や組長にご確認ください。 

３．カラスの被害が最も深刻な問題です 

自治会からのお願い 

自治会長 西村和明 

東海岸南 6 丁目は、皆様のご協力のおかげで、ごみ
問題が比較的少なく、環境・衛生面ともに大変良好
な状態が保たれています。 
一方で、道路の狭い場所や公共性の高い通行箇所な
ど、一部のエリアでは、ごみの投げ捨てや分別ルー
ルが守られていないケースが見受けられ、近隣の方
が困っておられる状況もあります。 
ごみを出される際には、「出したら終わり」ではなく、 
その場所の近隣の方の立場を少しだけ想像していた
だければ幸いです。 
もしごみが乱れていたり、ネットが外れていたりし
た場合、少し整えていただけるだけで、地域全体の

環境は大きく向上します。 
ほんの少しの思いやりが、さらに住みやすいまちづ
くりにつながります。 
また、自治会に未加入の方におかれましては、この
機会にご入会をご検討いただけましたら幸いです。
地域の情報共有や環境維持は、皆様の参加によって
支えられています。 
東海岸南 6 丁目は、すべての方にやさしい、誇れる
まちです。 
これからも、この素晴らしい環境を皆様とともに守
り続けてまいりましょう。 

以上 

実は最もカラス被害が多いのは”プラスチック”出しの日です 

    

”あん”を洗わないで出した

※清掃は近隣の方にやって頂いています！！ 

 


